
 

ドコモビジネス Wi-Fi 利用規約  

  

株式会社 NTT ドコモ（以下「ドコモ」といいます。）は、この「ドコモビジネス Wi-Fi利用規約」（以下

「本規約」といいます。）を定め、これにより「ドコモビジネス Wi-Fi」（以下「本サービス」といいます。）

を提供します。  

  

第 1条 （規約の適用）本規約は、本サービスの利用に関するドコモとの間の一切の関係に適用さ

れます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。  

  

第 2条 （用語の定義）本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとお

りとします。  

公衆無線 LAN 網  主としてデータ通信の用に供することを目的としてインタ

ーネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うためのド

コモが設置する電気通信設備（電気通信を行うための機

械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。以下同

じとします。）  

アクセスポイント  通信端末との間で、電波を送り、又は受けるためのドコ

モが設置する電気通信設備であって、通信規格が 

IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、

IEEE802.11ac または IEEE802.11ax に準拠するもの  

通信端末  公衆無線 LAN網に接続して使用されるパソコン、スマー

トフォン、タブレット等の通信機器  

本サービス  ドコモが本規約に基づき公衆無線 LAN 網を使用して提

供する電気通信サービス（電気通信設備を使用して他人

の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の

通信の用に供することをいいます。）  

本サービスサイト  別紙第 1 号に掲げるインターネットウェブサイト  

インターネットアクセス機能  公衆無線 LAN 網に接続してインターネットにアクセスす

ることができる機能  

アクセス制限機能 インターネット接続サービスで提供するサイトへのアクセ

スを制限する機能 

利用契約  本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約  

サービス契約者  ドコモとの間で利用契約を締結した者  



利用者 サービス契約者の許可を得て本サービスを利用する者 

ビジネス dアカウント  ドコモが別途定める「ビジネス dアカウント規約」に基づき

回線契約を主に法人名義で締結されている方向けに発

行されるアカウント 

ドコモビジネス Wi-Fi パスワー

ド  

ビジネス dアカウントとは別に、別紙第 2 号に掲げるイ

ンターネットウェブサイトにおいて発行されるもので、サ

ービス契約者がインターネットアクセス機能を利用するた

めの認証手段の一つとして使用されるパスワード  

本サービス ID 等  ビジネス dアカウントの ID及び ドコモビジネス Wi-Fi パ

スワード  

ドコモビジネスメンバーズ会員 

  

ドコモが別途定める「ドコモビジネスメンバーズ会員規

約」に定める「ドコモビジネスメンバーズ会員」 

回線契約  ドコモが別途定める「5Gサービス契約約款」、「Xiサービ

ス契約約款」又は「FOMA サービス契約約款」、「ワイド

スター通信サービス契約約款」および「番号変換機能（オ

フィスリンク）利用規約」（以下併せて「契約約款等」とい

います。）に基づく「5G 契約」、「Xi 契約」、「Xiユビキタス

契約」、「FOMA契約」又は「FOMA ユビキタス契約」、「ワ

イドスター契約」、「番号変換機能（オフィスリンク）契約」

の総称  

回線契約者  契約約款等に定められている「5G 契約者」、「Xi 契約

者」、「Xiユビキタス契約者」、「FOMA契約者」又は

「FOMAユビキタス契約者」、「ワイドスター契約者」、「オ

フィスリンク契約者」、「ボイスミーティング契約者」の総

称  

本サービス取扱所  本サービスに関する契約事務を取り扱う事業所及び別

紙第 3号に掲げるインターネットウェブサイトの総称  

  

第 3条 （本サービスの内容等）  

(1) 本サービスは、次に掲げる機能を提供することを内容とします。ただし、第 2 号に掲げ

る機能については、第 14条（アクセス制限機能）第 1項に定めるサービスの利用が別

にあった場合にのみ提供します。  

① インターネットアクセス機能  

② アクセス制限機能 

(2) 本サービスの利用には、本サービス ID 等が必要となる場合があります。  



(3) 本サービスの提供地域（以下「提供地域」といいます。）は、日本国内のアクセスポイン

トに接続することができる範囲とします。  

 

第 4条 （申込条件） 

本サービスは、次の条件を満たす者に限り申し込むことができます。  

① ドコモビジネスメンバーズ会員 

② ドコモとの回線契約があること 

③ 第 2号の回線契約に対してビジネス dアカウントが発行されていること 

  

第 5条 （契約の単位）  

ドコモは、サービス契約者と、1 つのビジネス d アカウントにつき 1 つの利用契約を締結し

ます。ただし、1 つの利用契約において、同時に公衆無線 LAN 網に接続することができる

通信端末は、本サービスサイトにおいて定める台数（MAC アドレスにより識別されるものと

します。）を上限とします。  

  

第 6条 （申込方法） 

本サービスの利用を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約の内容に同意の

うえ、本サービス取扱所においてドコモ所定の手続により利用契約の申込みを行うものとし

ます。 

 

第 7条 （利用契約の成立）  

(1) 利用契約は、ドコモが前条の申込みを承諾した時点で申込者とドコモとの間において成

立するものとします。  

(2) ドコモは、申込者に対し、前条の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の

提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。  

(3) ドコモは、次に掲げるいずれかの事由に該当すると判断したときは、当該申込者からの

申込みを承諾しないことがあります。  

① 申込みの内容に不備があるとき。  

② 申込者が回線契約に係る料金その他のドコモに対する債務（ドコモがその債権を

第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。）の弁済を現に怠り、又は

怠るおそれがあるとき。  

③ 申込者が第 20 条（禁止事項）の定めに違反するおそれがあるとき。  

④ 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止等

の措置を受けたことがあるとき。  



⑤ 申込者が本規約に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれがある

とき。  

⑥ 申込者が第 24 条（反社会的勢力の排除）の定めに違反するおそれがあるとき。  

⑦ ドコモの業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

  

第 8条 （認証方法等）  

本サービスの利用にあたっては、本サービスサイトに定める方法によって認証を行う必要が

あります。  

  

第 9条 （サービス契約者が行う利用契約の解約）  

サービス契約者が利用契約の解約を希望する場合は、本サービス取扱所においてドコモ所

定の手続により、利用契約を解約することができるものとします。  

  

第 10条 （ドコモが行う利用契約の解除）  

ドコモは、サービス契約者が次のいずれかの事由に該当すると判断したときは、何らの催告

を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求するこ

とができるものとします。  

① 利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。  

② 第 17 条（提供停止等）第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、

本サービスの提供が停止された場合において、当該事由がドコモの業務に支障を

及ぼすおそれがあるとき、又はドコモが指定する期限までに当該停止の原因とな

った事由を解消しないとき。  

③ 第 20 条（禁止事項）に違反したとき。  

④ 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。  

⑤ ドコモに重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。  

⑥ その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。  

  

第 11条 （利用契約の継続、終了等）  

(1) 第 9 条（サービス契約者が行う利用契約の解約）、前条及び第 18 条（本サービスの

廃止）第 1 項のほか、次のいずれかの事由に該当する場合、当該事由に該当した時

点をもって利用契約も自動的に終了するものとします。  

① サービス契約者がドコモビジネスメンバーズ退会、又はドコモビジネスメンバーズ

の会員資格を失った場合  

② サービス契約者が回線契約を解除した場合 

③ サービス契約者の ビジネス dアカウントが失効した場合  



(2) 利用契約が終了した場合、終了時点以降は、本サービスを利用することはできませ

ん。ただし、利用契約に基づき発行された ドコモビジネス Wi-Fi パスワードについて

は、同一のビジネス dアカウントが有効である限り、再度当該 ビジネス dアカウントに

ついて本サービスの利用契約を締結する場合は、その新たな利用契約に引き継ぎま

す。  

  

第 12条 （サービス契約者の責任）  

(1) サービス契約者は、ドコモが発行した本サービス ID 等（サービス契約者自らが変更し

た本サービス ID 等も含まれるものとします。以下同じとします。）を自らの責任におい

て厳重に管理するものとし、第三者（サービス契約者が許可した利用者は除く）に利用

させ、貸与し、若しくは譲渡し、又は売買等をしてはならないものとします。 また、サービ

ス契約者が許可した利用者に本サービスを利用させる場合は、当該利用者に対して本

サービス ID等の管理を徹底させるものとします。 

(2) 本サービスの利用に関し、第 8 条に基づいて認証された場合、全てサービス契約者自

身がこれを行ったものとみなします。  

(3) 本サービス ID 等が不正に使用されたことにより、ドコモに損害が生じた場合、サービス

契約者は、ドコモに対しその損害を賠償するものとします。  

  

第 13条 （通信の制限等）  

(1) ドコモは、本サービスについて、サービス契約者の特定の利用目的への適合性、利用

結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等、電気通信設備に係る通信の品質

について何ら保証するものではありません。  

(2) サービス契約者は、次に掲げるいずれかの事由に該当するときは、本サービスを利用

することができない場合があります。  

① 通信端末が提供地域内にある場合であっても、電波の伝わりにくい環境にあると

き。  

② 通信端末がアクセスポイントの通信規格に対応していないとき。  

③ アクセスポイントが設置された施設の状況（休業日、営業時間外等）により、アクセ

スポイントに電源が供給されないとき。  

④ 本サービスに係る通信が著しく輻そうしたとき。  

(3) ドコモは、技術上又は業務上やむを得ない事由によりアクセスポイントの移設等を行う

ことがあります。この場合、提供地域が変更となることがあります。  



(4) ドコモは、技術上又は業務上やむを得ない事由により通信端末における OS のアップ

デート、アプリケーションのダウンロードに係る通信等を制限する措置をとることがあり

ます。  

(5) ドコモは、別途当社が指定する児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体により児童

の権利等を著しく侵害するものであることが明白な画像等を含むと判断されたサイトの

閲覧を制限することがあります。  

  

第 14条 （アクセス制限機能）  

(1)   ドコモが別途定める「spモードご利⽤細則」に規定するアクセス制限サービス及びビ

ジネスアクセスマネージャー、ドコモが別途定める「moperaUご利⽤規則」に規定する

アクセス制限、「ビジネス moperaインターネットご利⽤規則」に規定する URL 制限機

能、ドコモが別途定める「irumoインターネット接続サービス利用細則」に規定するアク

セス制限サービス、「料金プラン（home 5G）」 で提供されるアクセス制限サービス、「ド

コモ miniインターネット接続サービスご利用規則」に規定するアクセス制限サービスを

利⽤されている場合は、本サービスの利⽤時にもその機能が適用されます。 

  

第 15条 （利用料金）  

本サービスの利用に係る料金は、無料とします。  

  

第 16条 （提供中断等）  

(1) ドコモは、次に掲げるいずれかの事由に該当するとドコモが判断したときは、本サービ

スの全部又は一部の提供を中断することがあります。  

① 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。  

② 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。  

③ 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。  

④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持

に必要な通信その他公共のために必要があるとき。  

⑤ ビジネス dアカウント規約の定めに基づき ビジネス dアカウントの利用が一時的

に停止され、又は中断したとき。  

⑥ ドコモの運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要

があるとき。  



(2) ドコモは、前項に定めるほか、本サービスの利用にあたり誤った ドコモビジネス Wi-Fi 

パスワードが一定回数以上入力された場合その他ドコモが必要と認めた場合は、ドコ

モビジネス Wi-Fi パスワードの利用を停止することがあります。  

(3) ドコモは、第 1 項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定

める利用の制限等を計画している場合は、その旨をインターネットウェブサイトに掲載

する方法によりサービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない

場合は当該周知を行わないことがあります。ドコモは、第 1 項又は第 2 項の定めに基

づき本サービスの提供を中断し、又はその利用を制限等によりサービス契約者に損

害が生じた場合であっても、責任を負いません。  

  

第 17条 （提供停止等）  

(1) ドコモは、サービス契約者が次に掲げるいずれかの事由に該当するとドコモが判断した

ときは、サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一

部の提供を停止することができるものとします。  

① 第 7条（利用契約の成立）第 3項各号に掲げるいずれかの事由に該当するとき。  

② 支払期日を経過しても回線契約に係る料金その他のドコモに対する債務を弁済し

ないとき（ドコモがその弁済の事実を確認できないときを含みます。）。  

③ 第 20 条（禁止事項）に違反したとき。  

④ ドコモに対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。  

⑤ 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があ

ったとき。  

⑥ その他本規約に違反したとき。  

⑦ ビジネス dアカウント規約の定めに基づき ビジネス dアカウントの利用が停止さ

れたとき。  

⑧ その他ドコモの業務の遂行上支障があるとき。  

(2) ドコモは、サービス契約者に対し、前項に定める措置に替えて、又は前項に定める措置

とともに、期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。 

ただし、本項の定めは、ドコモが第 10条（ドコモが行う利用契約の解除）に基づき利用

契約を解除することを妨げるものではありません。  

  

第 18条 （本サービスの廃止）  

(1) ドコモは、本サービスの全部又は一部を廃止する場合、ドコモが適切と判断する方法に

より、サービス契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、本サービスの全



部が廃止された場合は、当該時点をもって利用契約は自動的に終了するものとしま

す。  

(2) ドコモは、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことによりサービ

ス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。  

  

第 19条 （損害賠償の制限）  

(1) ドコモが利用契約に基づきサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であって

も、その責任の範囲は、通常生ずべき直接かつ現実の損害（逸失利益を除きます。）に

限られるものとします。  

(2) ドコモの故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項の定

めは適用しません。  

  

第 20条 （禁止事項）  

サービス契約者は、本サービスの利用にあたって次に掲げるいずれかに該当する行為を行

わないものとし、また利用者をして行わせないものとします。  

① ドコモ若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的

財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらの

おそれのある行為  

② 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、

又はそれらのおそれのある行為  

③ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれ

らのおそれのある行為  

④ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為  

⑤ ドコモ若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくはその業務を妨害する

行為、又はそれらのおそれのある行為  

⑥ 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、ドコモによる本サービス

の提供を不能にする行為その他ドコモによる本サービスの提供に支障を与え、若

しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為  

⑦ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、若しくは本サー

ビスに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為  

⑧ 本サービス ID 等を不正に使用する行為  

⑨ 前各号に掲げる行為に準ずる行為  

  

第 21条 （個人情報等） 



ドコモは、申込者、サービス契約者及び利用者のパーソナルデータの取扱いについて、

ドコモが別に定める「ＮＴＴドコモ プライバシーポリシー」及び「パーソナルデータの取

扱いに関する同意事項 （法人のお客さま向け）」において公表します。  

第 22条 （通知）  

(1) ドコモは、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれ

かの方法により行うことができるものとします。  

① サービス契約者がドコモビジネスメンバーズ会員の利用者情報として登録している

連絡先  

② サービス契約者が ビジネス dアカウントの ID として利用されている連絡先メール

アドレス又は ビジネス dアカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録され

ているメールアドレスへの電子メールによる通知  

③ サービス契約者がドコモの契約約款等に基づきドコモに届け出ている法人名、住

所、請求書の送付先等への郵送による通知  

④ サービス契約者が利用するドコモの契約約款等に定める spモード電子メール若し

くは iモード電子メール（ドコモが別途定める sp モードご利用細則若しくは i モード

ご利用規則に基づくメッセージ R（リクエスト）及び sp モードメール若しくは i モード

メールを指します。）のメールアドレスへの通知又は契約約款等に定めるショートメ

ッセージ通信モード（SMS）による通知  

⑤ その他ドコモが適当と判断する方法  

(2) 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、ドコモが前項に定める通知

を発した時点になされたものとみなします。  

(3) ドコモは、第 1 項各号に掲げる方法のほか、インターネットウェブサイトにその内容を掲

載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることが

できるものとします。この場合、ドコモが当該通知内容をインターネットウェブサイトに掲

載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。  

(4) サービス契約者が ビジネス dアカウント規約に基づきドコモに届け出ているメールアド

レス、ドコモビジネスメンバーズ会員規約に基づきドコモに届け出ているサービス契約

者の法人名、住所等又は契約約款等に基づきドコモに届け出ているサービス契約者の

法人名、住所等に変更があった場合は、本規約に定めるドコモからの通知についても、

当該利用規約又は契約約款等に基づき届出を受けた変更後の連絡先に対して行いま

す。  

  

第 23条 （残存効）  



利用契約が終了した後も、第 11 条（利用契約の継続、終了等）第 2 項ただし書、第 12 条

（サービス契約者の責任）第 3 項、第 16 条（提供中断等）第 3 項、第 18 条（本サービスの

廃止）第 2 項、第 19 条（損害賠償の制限）、第 21 条（個人情報等）、第 26 条（権利の譲

渡等）及び第 27 条（合意管轄）から第 29 条（言語）までの定めは、なお有効に存続するも

のとします。  

  

第 24条 （反社会的勢力の排除）  

(1) サービス契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来に

わたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。  

① 自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。）が、暴力団、暴力

団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力

団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他こ

れらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）であること。  

② サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支

配していると認められる関係を有すること。  

③ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実

質的に関与していると認められる関係を有すること。  

④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ 

と。  

⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること。  

⑥ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの

経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること。  

(2) サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する

行為を行わないことを保証するものとします。  

① 暴力的な要求行為  

② 法的な責任を超えた不当な要求行為  

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、ドコモの信用を毀損し、又はドコモ

の業務を妨害する行為  

⑤ その他前各号に準ずる行為  



  

第 25条 （規約の変更） 

ドコモは、次に掲げるいずれかの事由に該当するときは、インターネットウェブサイトに掲載

する方法によって、あらかじめサービス契約者に周知することにより、本規約を変更すること

ができるものとします。なお、本規約が変更された場合、変更日以降は当該変更後の本規

約が適用されます。  

① 本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき。  

② 本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の

内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。  

  

第 26条 （権利の譲渡等） 

サービス契約者は、利用契約に基づきドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義 

 務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。  

  

第 27条 （合意管轄）  

サービス契約者とドコモとの間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

  

第 28条 （準拠法）  

利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。  

 

 

     



別紙 

本規約第 2条に定めるインターネットウェブサイトは次のとおりとします。 

 

① 本サービス全般に関するもの  

https://www.ntt.com/business/services/d_wifi.html  

② 本サービスの設定に関するもの  

https://wifi.smt.docomo.ne.jp/cgi7/biz-memberpwdedt 

③ 本サービスの申込または解約手続きに関するもの 

https://profile.smt.docomo.ne.jp/VIEW_ESITE/biz/sc/main.jsp?nid=BIG218001BJP&svcid=X00

07 

 

附則（令和 3年 5月 13日） 

 １．本規約は令和 3年 5月 13日から実施します。 

 2．本規約においてドコモビジネスメンバーズと表記されている部分は、当社がビジネスプレミアクラ

ブの名称を変更するまでは、ビジネスプレミアクラブと読み替えるものとします。 

  

附則（令和 3年 10月 13日） 

この改訂利用規約は、令和 3年 10月 13日から実施します。 

 

附則（令和 4年 1月 31日） 

この改訂利用規約は、令和 4年 2月 9日から実施します。 

 

附則（令和 4年 5月 13日） 

この改訂利用規約は、令和 4年 5月 13日から実施します。 

 

附 則（令和 4年 6月 20日） 

この改訂利用規約は、令和 4年 7月 1日から実施します。 

 

附 則（令和 5年 5月 10日） 

この改訂利用規約は、令和 5年 5月 18日から実施します。 

 

附 則（令和 5年 6月 22日） 

この改訂利用規約は、令和 5年 7月 1日から実施します。 

 

附 則（令和 6年 2月 22日） 

この改訂利用規約は、令和 6年 3月 1日から実施します。 

 

附 則（令和 7年 5月 19日） 

この改訂利用規約は、令和 7年 6月 5日から実施します。 

 


